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第１ 資格審査の申請手順等 

１ はじめに 

海田町が令和７・８年度に発注する，測量及び建設コンサルタント等業務の指名競争入札（随意契約

を含む。）に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）の審査（以下「資格審査」と

いう。）を受けようとする者は，所定の入札参加資格審査申請書及び添付書類（以下「資格審査申請

書等」という。）を，所定の期日までにご提出ください。 

 

２ 資格審査申請書等の提出について 

○ 提出方法 

広島県及び県内市・町が運用する『資格審査受付システム』からインターネットを経由した申請およ

び，海田町へ『海田町電子申請システム』から提出書類の提出が必要です。 
※広島県に入札参加資格申請をしない場合であっても，広島県に提出してください。 

○ 提出期間 

  ①資格審査受付システム（広島県への申請）  

令和６年１１月１日（金）～令和６年１１月２２日（金）午前９時～午後５時※土日祝を除く 

 

  ②海田町電子申請システム（海田町への申請） 

区分 受付期間 

電子申請 

【原則】 

令和６年１１月１日（金）～令和６年１１月２９日（金） 

※電子申請では，受付期間中２４時間申請が可能です。ただし，臨時のメンテ

ナンスにより，一時的に利用できない場合があります。 

郵送又は 

窓口申請 

令和６年１１月１日（金）～令和６年１１月２９日（金） 

（送付先）〒７３６－８６０１             

  広島県安芸郡海田町南昭和町１４番１７号 

   海田町役場 企画部 財政経営課 契約係 

※封筒に「令和７・８年度測量及び建設コンサルタント等業務競争入札参加資格審

査申請」と赤字で記入してください。 

 

（窓口受付場所）海田町役場３階 財政経営課 契約係 

※対応可能時間：９時～１２時 １３時～１７時（土日祝を除く） 

 

問い合わせ先 

   海田町役場 企画部 財政経営課 契約係  
〒736－8601 広島県安芸郡海田町南昭和町１４番１７号  

   TEL：082-823-9201 対応可能時間：８時３０分～１２時 １３時～１７時１５分※土日祝を除く 
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○ 注意事項 

① この度の更新より，入札参加資格申請に係る申請書類は，原則として電子申請で受け付けます。お

手数おかけしますが，電子データでの提出について，ご協力お願いいたします。 

② 入札参加資格申請に関する申請書類はお返ししません。申請時には十分注意してください。 

③ 郵送により提出し，受付票の返付を希望する方は返信用封筒（定型サイズ・必要な料金の郵便切手

を貼付）に住所氏名を記入の上，必ず同封してください。受付票の様式については，所定のものはあ

りませんので，任意の書類をご提出ください。 

④ 資格審査申請書等の重要な事項に虚偽の申告をし，又は重要な事実の申告を行わなかった場合に

は，入札参加資格を認定しないことがあり，また，認定を受けた後でそれらの事実が判明した場合は，

認定を取り消すことがありますので，十分注意してください。 

 

３ 申請資格 

 次の各号に該当する者は，入札参加資格審査を申請することはできません。 

⑴ 「測量」分野を希望業務とする者で，測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条第１項の規定

による登録を受けていない者 

⑵ 「建築関係建設コンサルタント」分野のうち「建築一般」部門を希望業務とする者で，建築士法

（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定による登録を受けていない者 

⑶ 「その他」分野のうち「不動産鑑定」部門を希望業務とする者で，不動産の鑑定評価に関する法律

（昭和３８年法律第１５２号）第２２条の規定による登録を受けてない者 

⑷ 直近２年間において，資格審査を申請する希望業務分野（測量，建築関係建設コンサルタント業務，

地質調査業務，補償関係コンサルタント業務，土木関係建設コンサルタント業務及びその他）について，

業務を行った実績（年間平均実績高の記載）のない者 

⑸ 資格審査の申請を行うときに，海田町税の滞納がある者 

⑹ 資格審査の申請において虚偽の申告をし，又は重要な事実について申告を行わなかった者。なお，海

田町建設業者等指名除外要綱により，海田町の指名除外の期間中である方も資格審査申請書等の提出は

できますが，資格認定を受けた場合も指名除外の効力は継続します。 

⑺ 次の①から③までに掲げる届出の義務を履行していない者（届出の義務がない者を除く） 

① 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務 

② 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務 

③ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務 

※平成２９・３０年度入札参加資格審査申請から，社会保険等未加入者（届出の義務がない者を除

く）の申請は受付できなくなりましたので，ご注意ください。 

   ※上記⑴～⑺の内容を十分に確認し，申請業務(分野・部門)及び内容をよく確認した上で申請してく

ださい。 
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４ 入札参加資格の認定等 

○ 入札参加資格の認定 

   入札参加資格を認定したときは，海田町ホームページで公表することにより通知に代えます。 

 

○ 入札参加資格の取消し 

入札参加資格の認定後，資格審査の申請において，重要な事項について虚偽の申告をし，又は重要

な事実の申告を行わなかったことが判明した場合等は，入札参加資格を取消すことがありますので，

十分注意してください。 

入札参加資格の取消しを受けた者は，令和７年度及び令和８年度において再び入札参加資格の認定を

受けることができません。また，令和９年度以降についても，その取消しに係る入札参加資格審査の申

請の日から２４か月を経過する日までは，資格の認定を受けることができません。 

入札参加資格の取消しを受けた者は，令和７年度及び令和８年度に海田町が発注する委託業務におい

て再委託を受けることができません。また，令和９年度以降についても，その取消しに係る入札参加資

格審査の申請の日から２４か月を経過する日までは，海田町が発注する委託業務において再委託を受け

ることができません。 

○ 入札参加資格の有効期間 

この資格が認定された日から令和８年度の末日までとします。ただし，この資格は，令和９年度にお

いてもその年度における資格が認定される日までは，有効とします。 
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第２ 電子申請の手引き 

１ 資格審査申請について 

  広島県及び県内市・町が運用する『資格審査受付システム』を利用し申請ください。 

  利用方法等については，以下のホームページ等をご覧ください。 

  広島県の調達情報ホームページ 

  https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/ 

 

２ 提出書類について 

上記の資格審査の申請を完了させたうえで，次の必要書類を海田町へ電子でご提出ください。 

 

番号 資 格 審 査 申 請 書 等 
提出 

データ形式 
様式番号 

○必須 

△該当の場合 

１ 送信完了兼受付票 ＰＤＦ等  ○ 

２ 希望業務実績調書 
エクセル 

ＰＤＦ等 
様式第１０号 ○ 

３ 使用印鑑届兼委任状 ＰＤＦ等 様式第１１号 △ 

４ 印鑑証明書 ＰＤＦ等  ○ 

５ 誓約書（押印不要） 
エクセル 

ＰＤＦ等 
様式第１３号 ○ 

（○印は提出が必須のものを示し，△印は該当する場合に提出が必要なものを示します。） 

※注１ 様式の定められているものは，所定の様式で提出してください。 

 １ 「２」希望業務実績調書について 

   希望業務実績調書（様式第１０号）については，広島県に提出した希望業務実績調書をこの様式に代え

ることができます。    

２ 「３」使用印鑑届兼委任状について 

測量及び建設コンサルタント業務等の委託契約する権限等を委任する場合又は実印とは別の使用印

がある場合は，使用印鑑届兼委任状を提出してください。 

３ 「４」印鑑証明書は，資格審査を申請する日の前３か月以内に発行されたものを提出してください。 
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３ 海田町電子申請システムによる申請について 

 

                       

                       

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補正なし】    【補正あり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書類の準備 

電子申請ページの表示 

利用規約同意 

メールアドレス登録・ＵＲＬアクセス 

利用者情報入力 

申請書類添付 

申請内容確認 

受付確認 

受付通知メール 

申請書類内容確認 

補正指示 

再申請 

補正確認 

処理完了 

資格者名簿の公表 

様式をダウンロードし，申請書類を準備します。 

電子申請システムのページを開きます。 

利用規約に同意します。 

メールアドレスを登録後，指定のＵＲＬにアクセスしま

す。 

法人名の入力を行います。 

申請書類の添付を行います。※添付書類のファイル名は

全角で25文字以内にしてください。 

申請内容の全体について，入力内容や添付した書類が正

しいか確認して送信します。 

送信した内容でシステム受付したことをお知らせする画

面です。 

受付を通知するメールが送信されます。 

町は書類及び記入内容の確認をします。 

電子申請に不備があった場合，補正指示を行いま

す。 

補正指示に従って再度申請します。 

町は補正がされているかを確認します。（再度補正の必

要があれば補正指示に戻ります。） 

不備がなければ申請は完了し，処理完了通知メールが送

信されます。 

処理完了通知メールを受信した後は，訂正・変更はでき

ません。 

審査完了後資格者名簿を町ホームページで公表しま

す。 
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４ 電子申請の準備と手順 

（１）申請書類の準備 

町ホームページ（https://www.toun.kaita.lg.jp/soshiki/4/138509.html）から、申請書類をダウ

ンロードできます。ダウンロードした様式で書類を作成し、印鑑証明書等の書類を準備してください。 

  ≪ホームページ掲載場所≫ 

 町ホームページトップページ ＞ 事業者のかたへ ＞ 入札・契約 ＞ 

入札参加資格＞令和７・８年度測量及び建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等業務競争入札参加資格審査申請の受付について 

 

（２）電子申請ページの表示 

「令和７・８年度測量及び建設コンサルタント等業務競争入札参加資格審査申請の受付について」の

ページ中，「海田町電子申請システム（令和７・８年度測量及び建設コンサルタント等業務競争入札参

加資格審査申請受付）」をクリックすると，海田町電子申請システムのページが開きます。 

 （３）手続き申込 

  「手続き申込」の画面が開きますので，「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックします。 
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 （４）利用規約への同意 

   利用規約に同意されたら，同意ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （５）メールアドレスの入力 

   メールアドレスの入力後，「完了する」ボタンを押下します。 
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 （６）申請書入力 

入力したメールアドレスに確認メールが届いたら，指定のＵＲＬをクリックし，電子申請の入力

画面を表示します。必要事項を入力してください。 

    申請画面への入力，申請書類の添付が終わりましたら，画面下部にある「確認へ進む」をクリッ

クします。 

    ※申請書類のファイル名は「書類名」としてください。ただし，全角で２５文字，半角で76文字

以内になるよう調整してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （７）申込む 

   内容を確認後，問題がなければ「申込む」ボタンを押下してください。 
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 （８）受付確認 

   申請がシステムに受付されたことをお知らせする画面が表示されます。 

受付情報には，電子申請の「整理番号」及び「パスワード」が表示されます。これらは，申請状

況の確認や町からの補正指示により再申請をする際に必要となります。この画面を印刷するなどし

て，必ず記録しておいてください。（「整理番号」「パスワード」はこの後のメールでもお知らせ

があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）受付通知メール 

   申請が到達したことをお知らせする電子メールがシステムから自動配信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （10）申請書の受理 

申請内容の確認，申請書を受理した段階で，システムから受理をお知らせするメールが自動配信

されます。（申請内容に不備がある場合は，補正の連絡をします。詳しくは次ページをご覧くださ

い。） 

 （11）完了 

申請書類を受理したのち，審査結果を通知する書面をシステム上にアップロードしますので，

「申込内容照会」の画面よりダウンロードしてください。申請状況の確認については，次ページを

ご覧ください。 
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５ 申請状況の確認，補正等について 

 

１ 電子申請による場合の申請状況の確認 

  電子申請により申請を行った場合，その申請の処理状況を次のとおりシステムから確認することがで

きます。 

 ア 町ホームページ（https://www.toun.kaita.lg.jp/soshiki/4/138509.html）「令和７・８年度測量

及び建設コンサルタント等競争入札参加資格審査申請の受付について」のページ下のリンク先「海

田町電子申請システム（令和７・８年度海田町測量及び建設コンサルタント等業務競争入札参加資

格審査申請受付）」から海田町電子申請システム画面を表示します。 

 イ 画面上の「申込内容照会」をクリックして確認番号等入力画面を開き，電子申請時の到達画面に表

示された「整理番号」と「パスワード」を入力して「照会」をクリックします。 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 次の画面に申請状況が表示されます。 

 

 

 

 

 

２ 補正 

（１）申請書の内容に不明点がある場合には，申請書記載の担当者へ確認します。照会に対応で

きるよう申請書類の控えを作成し，保管してください。 

（２）申請書類に記載誤りや必要書類の不足等の不備がある場合には，電話等で補正の指示をし

ます。（軽易なものであれば町が訂正することもあります。） 

（３）補正の指示を受け，期限までに補正がされない場合には，申請書類を受理することができ

ませんのでご注意ください。 
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第３ 資格審査受付システムを利用しない場合の書面申請の手引き 

広島県の資格審査受付システムを利用せず，資格審査申請手続きを行う場合は，次に掲げる書類を作成

し，町ホームページ（https://www.toun.kaita.lg.jp/soshiki/4/138509.html）「令和７・８年度海田

町測量及び建設コンサルタント等業務競争入札参加資格審査申請の受付について」のページ下のリンク

先「海田町電子申請システム（令和７・８年度海田町測量及び建設コンサルタント等業務競争入札参加

資格審査申請受付）（書面申請）」から提出してください。 

電子申請を利用することが困難である等，やむを得ない場合はご相談のうえ，郵送又は持参による方法

も可とします。 

 

１ 提出書類について 

番号      提 出 書 類 等 様式番号 
提出 

データ形式 

○ 必須 

△ 該当の場合 

 １ 指名競争入札参加資格審査申請書 
様式第７号 

（Ａ～Ｅ） 
エクセル ○ 

 ２ 営業所一覧表 様式第８号 エクセル ○ 

 ３ 有資格技術職員名簿 様式第９号 エクセル ○ 

 ４ 希望業務実績調書 様式第１０号 エクセル 

○ 

※６がある分

野は省略可 

 ５ 

測量業者登録証明書，建築士事務所登録証明書，土地家

屋調査士登録証明書，計量証明事業者登録証明書，不動

産鑑定業者登録証明書，司法書士登録証明書の写し 

 ＰＤＦ等 △ 

６ 
建設コンサルタント現況報告書，地質調査業者現況報告

書，補償コンサルタント現況報告書の副本の写し 
 ＰＤＦ等 △ 

７ 海田町税について滞納がないことを海田町長が証した書面  ＰＤＦ等 △ 

 ８ 

国税通則法施行規則（昭和３７年大蔵省令第２８号）別紙

第９号（その３，その３の２，その３の３）による納税証

明書（消費税及び地方消費税に係るもの） 

 ＰＤＦ等 ○ 

 ９ 使用印鑑届兼委任状 様式第１１号 ＰＤＦ等 △ 

10 

健康保険，厚生年金保険，雇用保険（以下「社会保険

等」という。）の加入状況を確認できる書類の写し（社

会保険等に加入義務がない場合又は適法に他の保険に加

入している場合を除く） 

 ＰＤＦ等 ○ 

11 申出書 様式第１２号 エクセル △ 

12 

法人……直前１年の事業年度の「貸借対照表」，「損益計

算書」，「株主資本等変動計算書」及び「注記

表」 

個人……直前１年の事業年度の「貸借対照表」及び「損益

 ＰＤＦ等 

○ 

※６がある場

合は省略可 
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計算書」 

13 法人……商業登記簿謄本  ＰＤＦ等 

○ 

※６がある場

合は省略可 

14 ＩＳＯ9001の認証取得を示す登録証及び附属書の写し  ＰＤＦ等 △ 

 15 印鑑証明書  ＰＤＦ等 ○ 

16 

障害者雇用状況報告書の写し（障害者雇用義務のある

者）又は障害者の雇用状況を確認できる書類（障害者手

帳等）の写し（障害者雇用義務のない者） 

 ＰＤＦ等 △ 

17 

広島県公共土木施設災害支援制度における広島県公共土

木施設災害支援団体認定証又は広島県公共土木施設災害

支援制度に係る支援団体登録証明の写し（登録分野が

「情報収集活動」のものに限る）） 

 ＰＤＦ等 △ 

18 消防団協力事業所表示制度認定証明書の写し  ＰＤＦ等 △ 

19 協力雇用主登録証明書の写し  ＰＤＦ等 △ 

20 
暴力団離脱者社会復帰支援事業協力事業所登録を証する

書面の写し 
 ＰＤＦ等 △ 

21 誓約書（押印不要） 様式第１３号 
エクセル 

ＰＤＦ等 
○ 

  （○印は提出が必須のものを示し，△印は該当する場合に提出が必要なものを示します。） 

※注１ 様式の定められているものは，所定の様式で提出してください。 

２ 「２」営業所一覧表及び「９」委任状について 

測量及び建設コンサルタント業務等の委託契約する権限等を委任する場合は，営業所一覧表（様式

第８号）及び使用印鑑届兼委任状（様式第１１号）を提出してください。 

３ 「３」有資格技術職員名簿は，様式第９号以外の様式で提出された場合は受付できませんので，注

意してください。 

４ 「４」の希望業務実績調書は，現況報告書に記載以外の分野のものは省略できません。別途作成し

て提出してください。 

（例） 

・測量分野と土木関係建設コンサルタント分野を希望し，土木関係建設コンサルタント分野に関する

現況報告書を所持している場合 

「４」の希望業務実績調書 → 測量業務の実績調書が必要です。 

「１２」の財務諸表，「１３」の商業登記簿謄本の写し → 省略できます。 

５ 「５」「７」「８」「１３」「１５」及び「１８」から「２０」の提出書類については，資格審査

を申請する日の３か月前の日以降に発行されたものを提出してください。 

６ 「７」について，海田町内に営業所等がないなど，町に税金を納める必要が無い場合には提出

の必要がありません。 

７ 「８」の消費税及び地方消費税の納税証明書について 

ア 国税通則法施行規則別紙第９号様式（その３ 未納の税額がないこと用）による納税証明書
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（消費税及び地方消費税に係るもの。）又はその写しを添付してください。（その３の２又はそ

の３の３でも可） 

イ 消費税及び地方消費税の免税事業者であっても，｢納税証明書その３｣は発行されます。 

ウ 納税証明書は，納税地を管轄する税務署で発行され，原則即時交付されます。（他の税務署で

は発行されません。） 

エ 収入印紙は郵便局等で購入できます。(税務署では購入できないので注意してください。) 

オ 納税証明書については，最寄りの税務署に問い合わせてください。 

８ 「１０」の健康保険，厚生年金保険，雇用保険の加入状況を確認できる書類の写しとは，次のと

おりです。 

【健康保険及び厚生年金保険】 

保険料を納付したことを証する書面，被保険者資格取得確認又は標準報酬決定通知書，被保険者

報酬月額算定基礎届，その他健康保険及び厚生年金保険への加入が確認できる書類（年金事務所の

収受印のあるもの）のいずれかの写し（いずれも直近１年間以内の日付のもの） 

【雇用保険】 

概算保険料又は確定保険料を納付したことを証する書面，労働保険概算・確定保険料申告書，雇

用保険被保険者資格取得等確認通知書，雇用保険被保険者証（被保険者のうち，測量及び建設コン

サルタント等業務に従事する職員全員分），その他雇用保険への加入が確認できる書類（労働局の

収受印のあるもの）のいずれかの写し（いずれも直近１年間以内の日付のもの） 

※ 平成２９・３０年度入札参加資格審査申請から，社会保険等未加入者（届出の義務がない者

を除く）の申請は受付できなくなりましたので，ご注意ください。 

９ 申請者が土木関係建設コンサルタント業務，地質調査業務，補償関係コンサルタント業務を希望

し，かつ国土交通大臣の定めた登録規程による登録業者であるときは，各登録規程による現況報

告書の副本の写し（国土交通大臣に提出し，その確認印を受けたものに限る。）の提出があれば，

「４」の希望業務実績調書（注），「１２」の財務諸表等及び「１３」の商業登記簿謄本の写しに

ついては省略できます。  

１０ 「１１」について，社会保険等に加入義務がない者又は適法に他の保険に加入している者のみ

提出してください。 

１１ 「１２」について，資格審査申請書等を提出する日までに直前１年の事業年度の財務諸表の調

製が完了していない場合は，直前１年の事業年度の前年度の財務諸表を提出してください。 

１２ 「１４」について，広島県内にある営業所がISO9001の認証取得している者のみ提出してくだ

さい。 

１３ 「１６」の障害者雇用状況報告書とは，障害者の雇用の促進等に関する法律施行令（昭和35年

政令第292号）第9条に規定する障害者雇用率を達成した者が，障害者の雇用の促進等に関する法律

施行規則（昭和51年労働省令第38号）第8条の規定により公共職業安定所の長へ報告した障害者雇

用状況報告書（事業主控）をいい，障害者雇用義務のある者とは，県内業者のうち，障害者の雇用
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の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第43条第1項の規定により、同法第2条第1号に規定

する障害者（以下「障害者」という。）を雇用する義務のある者をいう。 

また，障害者の雇用状況を確認できる書類とは，障害者を１名以上直接的かつ恒常的に雇用して

いることを確認できる書類をいい，障害者雇用義務のない者とは，県内業者のうち，障害者の雇用

の促進等に関する法律の規定に基づく障害者の雇用義務がない者で，障害者を１名以上直接的かつ

恒常的に雇用している者をいう。 

１４ 「１７」について，認定を受けた者のみ提出してください。 

１５ 「１８」について，認定を受けた県内業者のみ提出してください。 

１６ 「１９」について，登録を受けた県内業者のみ提出してください。 

１７ 「２０」について，登録を受けた県内業者のみ提出してください。 
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第４ 書面申請の提出書類記入要領 

１ 共通事項 

 ⑴ 申請年月日については，作成年月日を記入してください。 

⑵ 提出書類は，本店（本社）で作成して提出してください。したがって，申請者は本店（本社）  

の代表者となります。印鑑は代表者の実印を「印」の箇所へ押印してください。なお，申請者欄に  つい

ては，ゴム印等を使用しても構いません。 

⑶ 登記簿上の本店と実際の事務を行っている主たる営業所の所在地が異なる場合には，両方を併記  

してください。 

⑷ 提出書類の作成に当たっては，各様式に特に定めのあるものを除いて，資格審査の申請日を基準日と

して作成してください。 

⑸ 指定した様式の記入については，ホームページからダウンロードした様式へ入力してください。ペン

又はボールペンで記入したものによる提出も可能です。 

 ⑹ 「※」の欄には何も記入しないでください。 

 

２ 指名競争入札参加資格審査申請書〔様式第７号（Ａ）〕 

 ⑴ 「※ 受付番号」欄は，記入しないでください。 

 ⑵ 「０１ 法人・個人の区分」欄は，該当する番号（１．法人，２．個人）を記入してください。 

 ⑶ 「０２ 商号又は名称（フリガナ）」欄は，フリガナはカタカナを用いることとし，濁点

（「″」）及び半濁点（「°」）は，１文字としないでください。なお，株式会社等の法人の種類を

表す文字についてはフリガナは不要です。 

   （正）          （誤） 

パ  バ  ハ ゜  ハ ゛ 
 ⑷ 「０３ 商号又は名称（漢字等）」欄 

  ① 株式会社等法人の種類を表す文字は，次の表の略号を用いて記入してください。 

    （例） 

（ 株 ） 

  

種類 
 株 式 

 会 社 

 有 限 

 会 社 

 合 資 

 会 社 

 合 名 

 会 社 

 協 同 

 組 合 

 協 業 

 組 合 

 企 業 

 組 合 

 財 団 

 法 人 

 社 団 

 法 人 

 略号  （株）  （有）  （資）  （名）  （同）  （業）  （企）  （財）  （社） 

 

  ② 括弧もそれぞれ１字とみなし，１枠ずつ記入してください。 

  ③ 商号又は名称が，漢字で表記される場合は漢字で記入し，カタカナで表記される場合はカタカナで
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記入し，ひらがなで表記される場合はひらがなで記入することとしますが，カタカナ及びひらがなの

場合，濁点及び半濁点は１文字としないでください。 

  ④ 文字がマスの中に収まらない場合には，適宜，欄を追加して記入してください。 

⑸ 「０４ 代表者氏名（漢字等）」の欄は，姓と名との間は１文字空けて記入してください。 

    （例） 

広 島  太 郎 

 ⑹ 「０５ 郵便番号」欄は，本店所在地の郵便番号を記入してください。 

 ⑺ 「０７ 本店所在地（漢字等）」欄は，県市区町村に続く町名，街区番号及び住居番号等を，「丁

目」，「番」及び「号」については，「－（ハイフン）」を用いて記入してください。また，ビ

ル名等は下欄に記入してください。 

    （例１）広島県広島市中区基町１０番５２号 〇〇〇〇ビル６階 の場合 

広 島 県 広 島 市 中 区 基 町 １ ０ － ５ ２      

 

〇 〇 〇 〇 ビ ル ６ 階             

    （例２）広島県安芸郡海田町南昭和町１４番１７号 の場合 

広 島 県 安 芸 郡 海 田 町 南 昭 和 町 １ ４ － １ ７   

⑻ 「０８ 電話番号」及び「０９ ＦＡＸ番号」欄については，左詰めで記入し，市外局番と市内局番

等は「－（ハイフン）」で結んでください。 

    （例） 

０ ８ ２ － ８ ２ ３ － ９ ２ ０ １ 

⑼ 「１０ Ｅメールアドレス」欄については，個人の方のメールアドレスでも構いませんが，町からの

業務上の連絡に対応できる方のアドレスを記入してください。 

     なお，メールアドレスを持っていない場合は，空白のままとしてください。 

例   z a i s e i ＠ t o w n . k a i t a . j p 

    ※ メールアドレス中，「大文字」，「小文字」，「－（ハイフン）」，「＿（アンダーバー）」，

「.（ドット）」等は明確に記入してください。 

⑽ 「１１ Ｅメールアドレス区分」欄については，「１０ Ｅメールアドレス」欄に記入したアドレス

について，法人用のときは「１」，個人用のときは「２」を記入してください。「１０」に記入してい

ない場合は，空白のままとしてください。 

⑾ 「１２ 県内営業所の有無」欄については，委任営業所がある場合は「１」を記入し，無い場合は空

白としてください。 

 

 

３ 指名競争入札参加資格審査申請書〔様式第７号（Ｂ）〕 
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 ⑴ 「１３ 希望業務の内容」 

  審査を希望する業務分野及び部門の下の欄に「１」を記入してください。 

  （業務内容） 

業務分野の区分 業 務 部 門 

測量 測量一般，地図の調製，航空測量 

建築関係建設コンサルタント 
建築一般，意匠，構造，暖冷房，衛生，電気，建築積算，機械

設備積算，電気設備積算，調査 

地質調査 地質調査 

補償関係コンサルタント 
土地調査，土地評価，物件，機械工作物，営業・特殊補償，事

業損失，補償関連 

土木関係建設コンサルタント 

河川・砂防及び海岸・海洋，港湾及び空港，電力土木，道路，

鉄道，上水道及び工業用水道，下水道，農業土木，森林土木，

水産土木，廃棄物，造園，都市計画及び地方計画，地質，土質

及び基礎，鋼構造及びコンクリート，トンネル，施工計画・施

工設備及び積算，建設環境，建設機械，電気電子 

その他 不動産鑑定，登記手続等，その他 

  （注意事項） 

① 「測量」分野に属する部門は，測量業法に基づく測量業者の登録を受けていない方は希望で

きません。 

② 「建築関係コンサルタント」分野のうち，｢建築一般｣部門については，建築士法に基づく建

築士事務所の登録を受けていない方は希望できません。 

③ 「その他」分野のうち，「不動産鑑定」部門については，不動産の鑑定評価に関する法律に

基づく不動産鑑定業者の登録を受けていない方は希望できません。 

 

⑵ 「１３－１ その他業務の具体的内容（希望業務）」 

   「その他業務」を希望した方のみ，その内容を５項目以内で簡潔に記入してください。 

なお，「その他」とは，「測量」，「建築関係コンサルタント」，「地質調査」，「補償関係コンサ

ルタント」，「土木関係コンサルタント」分野に該当しない電算関係業務，計算業務，工事資料等の整

理，経済調査，環境調査，交通量調査，埋蔵文化財発掘調査支援業務，水質大気等の分析・解析等が対

象となります。 
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 ⑶ 「１４ 法令等の登録等の有無」 

     次の区分により，該当する登録等の下の欄に「１」を記入してください。 

測 量 業 者 
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条による登録を受け

ている場合 

建 築 士 事 務 所 
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条による登録を受

けている場合 

地 質 調 査 業 者 
地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第７１８号）第

２条による登録を受けている場合 

補 償 コ ン サ ル タ ン ト 
補償コンサルタント登録規程（昭和５９年建設省告示第１３４１

号）第２条による登録を受けている場合 

建 設 コ ン サ ル タ ン ト 
建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７１７

号）第２条による登録を受けている場合 

不 動 産 鑑 定 業 者 
不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）第

２２条による登録を受けている場合 

土 地 家 屋 調 査 士 
土地家屋調査士法（昭和２５年法律第２２８号）第６条による登

録を受けている場合（法人の場合は，記入しない。） 

司 法 書 士 
司法書士法（昭和２５年法律第１９７号）第６条による登録を受

けている場合（法人の場合は，記入しない。） 

計 量 証 明 事 業 者 
計量法（平成４年法律第５１号）第１０７条による登録を受けて

いる場合 

 

 ⑷ 「１５ 登録等を受けている事業一覧」 

   該当する欄に登録年月日を記入してください。登録番号については，記入不要です。 

なお，１つの登録の中に複数の部門等に登録がある場合には，登録年月日が最新のものを１つ選択し

て記入してください。 

    （例） 計量証明事業者（濃度）令和５年１０月１日，計量証明事業者（音圧レベル）登録が令和

６年４月１日の場合は，「令和６年４月１日」を記入する。 

⑸ 「１６ 補償関係コンサルタント登録業者の登録部門内容」及び「１７ 建設コンサルタント登録業

者の登録部門内容」 

   各登録規程により登録している部門の下の欄に「１」を記入してください。 

 

４ 指名競争入札参加資格審査申請書[様式第７号（Ｃ）] 

⑴ 「１８ 希望業務等実績高」の各欄については，次により記入してください。 

  ① 「②  直前２年度分決算」，「③ 直前１年度分決算」，「④ 直前２か年間の年間平均実績高」

の各欄は，「① 入札参加資格希望業務区分」の（「測量」，「建築関係建設コンサルタ    

 ント業務」，「地質調査業務」，「補償関係コンサルタント業務」，「土木関係建設コンサル 

    タント業務」，「その他」の各業務分野）ごとに該当する欄に記入してください。 

    なお，業務内容については，３の⑴「業務内容」を参考にしてください。 

  ※ 測量・建設コンサルタント等業務以外の業務の実績高は記入しないでください。（建設業やその他

（販売業等）を兼業している場合は，その完成工事高，売上高等は含みません。） 
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  ② 「② 直前２年度分決算」「③ 直前１年度分決算」の各欄 

「③ 直前１年度分決算」申請日直前に確定した決算を含む過去１年間の決算額をいい， 

「② 直前２年度分決算」とは直前１年度分決算の前の１年間の決算額をいいます。 

これらの各決算については，千円未満を切り捨てとしてください。 

 

  ③ 「④ 直前２か年間の年間平均実績高」欄 

②と③の両決算に基づき算定した年間平均実績高（両決算の合計を２で除して得た数値であり，千

円未満は四捨五入してください。）をいいます。 

なお，決算が１事業年度１回の場合には，「② 直前２年度分決算」及び「③ 直前１年度分決

算」の各欄のうち，右側の欄のみに記入してください。 

また，決算が１事業年度１回の業者で，中途に決算期の変更等をしたため，直前２か年間に決算期

が３以上ある場合は，「③ 直前１年度分決算」の右側の欄に一番直近の決算期だけを記入し，続い

て「② 直前２年度分決算」の右側の欄に次の決算期分を記入し，残りの全ての決算期分の合計を

左側の欄に，まとめて記入してください。 

 

  ④ 各々の金額については消費税及び地方消費税を含まない額とします。 

 

    （例）「測量」及び「建築関係建設コンサルタント業務」の２業種を希望する場合 

    「測量」の直前２か年間の年間平均実績高 ５，０００，０００円 

   「建築関係建設コンサルタント業務」の直前２か年間の年間平均実績高 ６，０００，０００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ① 競争参加資格希望業務区分 
 

 
 
 

 
 
 

 

 ④ 直前２か年間の年間平均実績高  
（千円） 

 

 

 測量 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ５ 
 

 

 ０ 
 

 

 ０ 
 

 

 ０ 
 

 

 建築関係建設コンサルタント業務 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ６ 
 

 

 ０ 
 

 

 ０ 
 

 

 ０ 
 

 

 地質調査業務 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  ⑤ 直前２か年の間に創業や営業年度の変更等があった場合は，以下の例により算定してください。 

      （例１）営業年度を変更したため，申請日の直前２か年間に含まれる各営業年度の月数の合

計が２４か月に満たない場合（按分計算を行う。） 

       ← Ｃ  → ← Ｂ → ←  Ａ → 
 

    （１２か月） 
 

 

    （１２か月） 
 

 

   （９か月） 
 

 

 
 

       決           決           決        決    申  
     算           算           算        算    請    
   日            日           日        日   日 
 
       直前２年の各営業年度の合計月数……………… （Ａ十Ｂ＝２１か月） 
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       不足月数…………………………………………… ２４－２１＝３か月 
                   
        Ａ＋Ｂ＋（Ｃ×３／１２） 
                       ＝直前２か年間の年間平均実績高 
              ２ 

   （例２） 新規に営業を開始したことにより合計月数が２４か月に満たない場合 

        各営業年度の実績高の合計額×１／２＝直前２か年間の年間平均実績高 

   （例３） 個人企業から法人組織に移行し，かつ現企業と前企業とが同一性を保持していると認めら

れる場合，又は他の企業を吸収合併等した場合 

        移行前の企業又は吸収合併前の各企業等の契約実績（ただし，現企業の主として請負う業

務と同業務の契約実績に限ります。）も実績高に含めてください。 

 

⑵ 「１９ 自己資本額」の欄 

次により記入してください。（個人事業者の方は，次のページを参考にしてください。） 

   ① 「① 払込資本金」 

法人にあっては払込済みの額（資本金と新株式払込金又は新株式申込証拠金の合計）を，組合

にあっては組合の基本財産と組合員の払込資本金との合計額をいいます。 

② 「② 準備金・積立金」とは，資本準備金（資本準備金及びその他資本準備金）と利益剰余金

のうち利益準備金，任意準備金及び任意積立金（退職手当積立金等）の合計額（ただし，組合にあ

っては組合の利益準備金及び特別積立金と組合員の法定準備金及び任意積立金との合計額）をいい

ます。 

   ③ 「次期繰越利益（欠損）金」とは，繰越利益剰余金をいいます。 

④ 「直前決算時」及び「剰余（欠損）金処分」の各欄については，申請日直前の決算により記入し，

「決算後の増減額」欄については，当該直前決算確定日から申請日までの間における増減額を記入

してください。 

なお，外資系企業の場合には，「① 払込資本金」の合計欄の上段（ ）内に外国資本の額を

内数で記入してください。 

     また，自己資本額がマイナスの場合には，最左の枠に「－」を記入してください。 

    

（例）自己資本額が－１２，３４５千円の場合 

－      １ ２ ３ ４ ５ 

 

⑶ 「２０ 損益計算書」の「税引前当期利益（Ｓ）」欄 

直前の決算期の損益計算書の「税引前当期純利益」を記入してください。 

 ⑷ 「２１ 貸借対照表」の「① 流動資産（Ｍ）」，「② 流動負債（Ｎ）」，「③ 固定資産

（Ｑ）」及び「④ 総資本額（Ｒ）」の各欄 

直前の決算期の賃借対照表の各金額を記入してください。 

計算式 
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「総資本額」とは「資産合計（負債純資産合計）」をいいます。 

（注意事項） 

○ 個人事業者の方の「１９ 自己資本額」「２０ 損益計算書」「２１ 賃借対照表」

の記入方法について 

① 「１９ 自己資本額」 

・ ④「合計」欄（Ｐ）のみの記入で構いません。この金額は賃借対照表の「資産

（流動資産計＋固定資産計＋引当金計）－負債（流動負債計＋固定負債計＋引当金

計」と一致するようにしてください。 

② 「２０ 損益計算書」（税引前当期利益） 

 ・ 賃借対照表の「本年利益（損失）」欄の金額，または損益計算書の所得金額（確

定申告において青色申告をしている者は，青色申告特別控除前の所得金額）を記入

してください。 

③ 「２１ 賃借対照表」 

・ 「①流動資産」，「②流動負債」及び「③固定資産」欄は，賃借対照表をもとに

正しく記入してください。損益計算書に「流動資産計」・「固定資産計」・「流動

負債計」及び「流動資産計」欄がない場合においても，「流動・固定」の区別を間

違えないよう科目を十分に確認して計算し，それぞれ記入してください。 

   ・ 「④ 総資本額（負債資本合計）は，賃借対照表の資産の部の「事業主貸」欄の

金額を含めないように注意してください。 

      総資本額＝「資産の部の合計」－「事業主貸」 

           または「流動資産計」＋「固定資産計」 

 

⑸ 「２２ 経営比率」の「① 総資本純利益率」，「② 流動比率」及び「③ 自己資本固定比率」

欄 

それぞれ小数点第二位以下の数値を四捨五入して小数点第一位までの数値を記入してください。 

⑹ 「２３ 外資状況」欄 

外資系企業（日本国籍会社を含む。）の場合に，該当する会社区分の番号（１，２又は３のいず

れか）に「○」印を付するとともに，［国名：  ］内に外国名を，（比率：  ％）内に当該国の

資本の比率をそれぞれ記入してください。 

１又は２に該当するとき，若しくは３に該当し比率の合計が５０％以上のときは，下の欄に「１」

を記入してください。 

    なお，「２ 日本国籍会社（比率１００％）」とは，１００％外国資本の会社を，「３ 日本

国籍会社」とは，一部外国資本の会社をそれぞれいいます。 

 ⑺ 「２４ 営業年数等」欄 

入札参加希望業務に係る事業の開始日（２業種以上のときは最も早い開始日）から申請日までの期間

（１年未満の端数は，これを切り捨てます。）から，当該事業を中断した期間を控除した期間を右詰め
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で記入してください。（営業開始日は，登記簿（法人）や現況報告書に記載されています。） 

また，組織変更，家業相続等が行われ，かつ現企業と前企業が同一性を保持していると認められる場

合は，前企業の創業時をとることができます。 

企業の合併が行われたときは，合併前の各企業のうち古いものの創業時をとることができます。 

 

５ 指名競争入札参加資格審査申請書[様式第７号（Ｄ）]  

 ⑴ 「２５ 常勤職員の数」の「① 技術職員」及び「② 事務職員」の各欄 

資格審査の申請日において，申請者が常時雇用している従業員のうち専ら業務に従事している職員の

数を，「③その他の職員」の欄には，それ以外の職員の数を実人数で記入してください。 

   臨時職員，パート職員，非常勤職員等は計上しないでください。 

   「技術職員」と「事務職員」を兼ねている場合は，「技術職員」として優先計上してください。 

   また，「④ 計」欄には，法人にあっては常勤役員の数を含めたものを，個人にあっては事業主  

を含めたものをそれぞれ記入し，「⑤ 役職員等」欄には，常勤役員又は事業主の数を内数で記入    

してください。 

⑵ 「２６ 有資格者数」欄 

資格審査の申請日における常勤職員のうち，該当する資格を有する者等の人数を記入してください。 

１人で２以上の資格を有している者がある場合は，重複して計上してください。ただし，１・２級

（建築士等），士・士補（測量士等）の資格を有している場合は上位のもののみ計上してください。 

最も右の「横計」の欄には，横の行の各欄に記入した有資格者の合計人数をそれぞれ記入し，「①～

⑥の計」の欄に「①横計」から「⑥横計」の合計を記入してください。 

     最も下の「縦計」の欄には，縦の列の各欄に記入した有資格者の合計人数を記入してください。

（注意事項） 

 

１ ５の⑴及び⑵において，「常時雇用」及び「常勤」とは，申請者に従事し，かつ客観的な雇用関

係（定期・定額給与の支払対象者，社会保険の納付対象者であること等）を有することをいいます

ので注意してください。 

２ 「常時雇用」及び「常勤」関係に疑義がある場合は，上記客観的な判断事項に関する資料の提出

を求めることがあり，虚偽の申請と認められる場合は，資格を認定しないことがあるので十分注意

してください。 

３ 友好・協力関係にある別企業の職員を，混同して記載される方が見受けられます。あくまで， 

自社の職員数のみを記載してください。 

４ 「縦計」の欄に記入した人数を合計した人数と「①～⑥の計」の欄に記入した人数が一致するこ

とを確認して提出してください。 

５ 有資格者として計上した人は，必ず「有資格技術職員名簿（様式第９号）」に記入し，この欄の

資格者と名簿の資格数とが一致するように確認してください。 
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⑶ 「２７ 建設業の許可番号」欄については，海田町の建設工事の入札参加資格審査を申請している場

合に限り，記入してください。 

なお，〈大臣・知事コード〉欄は，大臣許可の場合は「００」，知事許可の場合は，「都道府県コー

ド」を記入してください。（例：広島県＝「３４」） 

⑷ 「２８ ＴＥＣＲＩＳ業者登録番号」の欄には，㈶日本建設情報総合センターの運営する｢調査設計，

測量並びに地質調査に関する実績情報サービス｣（ＴＥＣＲＩＳ）の企業ＩＤ（１０ケタ）を記入して

ください。登録がない場合は，記入不要です。 

⑸ 「２９ ＩＳＯ９００１の取得有無」（添付書類あり） 

入札参加資格審査申請時において，広島県内の営業所等が，ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証している認

定機関に認定されている審査登録機関から，JISQ9001：2008（ISO9001：2008）の資格の認証を受けて

いる場合は，「１」を記入してください。認証を受けていない場合は記入する必要はありません。 

この項目は，測量・建設コンサルタント業務と関係する範囲の認定を受けている場合のみ記載してく

ださい。 

⑹ 「３０ ＩＳＯ９００１の取得年月日」 

「２９」で記入した資格の取得年月日を記入してください。 

 

６ 指名競争入札参加資格審査申請書[様式第７号（Ｅ）]  

 ⑴ 「３１ 障害者雇用の状況」（添付書類あり） 

     県内業者のみが対象です。（県外業者が県内の営業所で障害者の方を雇用していても対象外です。）雇

用義務を確認のうえ，下表の要件を満たす場合のみ記入し，添付書類を提出してください。 

 

雇用義務の有無 要件 提出書類（県に提出） 
障害者の雇用の促進等に関する法律
（昭和35年法律第123号）第43条第1
項の規定により，第2条第1項に規定
する障害者（以下「障害者」とい
う。）を雇用する義務のある者 

障害者の促進等に関する法律
施行令（昭和35年政令第292
号）第9条に規定する障害者
雇用率を達成した者 

障害者の雇用の促進等に関する
法律施行規則（昭和51年労働省
令第38号）第8条の規定により公
共職業安定所長へ報告した障害
者雇用状況報告書（事業主控）
の写し 

障害者雇用義務のない者 障害者を１名以上直接的かつ
恒常的に雇用している者 

障害者を１名以上直接的かつ恒
常的に雇用していることを確認
できる書類（①②両方必要，と
もに写しで可） 
①本人の身体障害者手帳又は療
育手帳 
②本人の健康保険証等 

 

 ⑵ 「３２ 地域防災活動への貢献」の欄（添付書類なし） 

   広島県公共土木施設災害支援制度の支援団体の認定（情報収集活動を行う者に限る。）を受けている

場合のみ「1」を記載してください。（それ以外の場合には記載しないでください。） 

 ⑶ 「３３ 社会資本維持管理活動への貢献」の欄（添付書類なし） 

広島県アダプト制度の認定（マイロードシステム，ラブリバー制度）を受けている場合のみ「1」を
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記載してください。（それ以外の場合には記載しないでください。） 

 ⑷ 「３４ 広島県仕事と家庭の両立支援企業の登録」の欄（添付書類なし） 

     広島県仕事と家庭の両立支援企業として登録されている場合のみ｢1｣を記載してください。 

    （それ以外の場合には記載しないでください。） 

    （登録等に関するお問合せ先） 

     広島県健康福祉局 働く女性応援課 電話：０８２－５１３－３４１９ 

 ⑸ 「３５ 広島県働き方改革実践企業認定制度の登録」の欄（添付書類なし） 

広島県働き方改革実践企業認定制度において登録されている場合のみ｢1｣を記載してください。 

（それ以外の場合には記載しないでください。） 

 ⑹ 「３６ 消防団協力事業所の認定」の欄（添付書類あり） 

広島県内に主たる営業所がある者で，県内市町の消防団協力事業所表示制度に基づき，消防団協力事業所に認定

されている場合のみ｢1｣を記載してください。（それ以外の場合には記載しないでください。）   

⑺ 「３７ 協力雇用主の登録」の欄（添付書類あり） 

広島県内に主たる営業所がある者で，犯罪や非行をした人を雇用し，立ち直りを助ける協力雇用主として

広島保護観察所に登録されている場合のみ｢1｣を記載してください。（それ以外の場合には記載しないでく

ださい。） 

⑻ 「３８ 指名除外の状況」の欄には，申請者は記入しないでください。 

⑼ 申請事務担当者欄 

当該申請書の作成等，申請事務を実際に担当した者の所属部署名，担当者氏名，連絡先の電話番号及

びＦＡＸ番号を記入してください。 

 

７ 営業所一覧表〔様式第８号〕 

⑴ 測量及び建設コンサルタント等業務の委託契約する権限等を委任する場合は，委任先営業所（支店

等）を記入してください。 

   委任先営業所がない場合も提出してください。（この場合，記入は不要です。） 

 ⑵ 各欄の記入については２～５を参考に記入してください。 

 ⑶ 「海田町税及び広島県税の納税義務について」欄 

海田町内・広島県内に営業所がないなどの理由で，海田町税・広島県税の納税義務がない場合は，

「海田町税については納税義務がありません。」「広島県税については納税義務がありません。」と記

入してください。 

 

８ 有資格技術職員名簿〔様式第９号〕 

⑴ この様式に記載する有資格技術者は，資格審査の申請日時点において，申請者が常時雇用している技

術者としてください。 



 ２５

⑵ 「営業所等」の欄には，当該技術者が所属している本店，支店及び営業所等を記入して所属単位ごと

にまとめて記入してください。 

⑶ 「氏名」の欄には，営業所（本店又は支店若しくは常時契約を締結する事務所）ごとにまとめて記入

してください。 

⑷ 「有資格区分コード」欄には，次頁以下の有資格区分コード表の分類に従い，該当する番号を記入し

てください。コード表に該当する資格者を持たない技術職員については，記入しないでください。 

⑸ 資格が６以上あって記入が２段になる場合は，「所属営業所等（支店）」「氏名」「フリガナ」「生

年月日」及び「最終学歴」は最上段のみ記入してください。 

⑹ 本表が一枚以上となる場合には，同一の様式を用いて引き続き記入し，右肩の ／ 頁に 

   １／５，２／５，…，５／５のように記入してください。 

⑺ 「※ 受付番号」欄には何も記入しないでください。 

⑻ 各ページの下段余白に，各資格コードの人数の小計に記載してください。最終ページの下段余白には，

小計及び合計を記載してください。（書き方は問いません。） 

（注意事項） 

① 常時雇用とは，申請者に従事し，かつ客観的な判断事項（定期・定額給与の支払対象者，

社会保険の納付対象者であること等）を有することをいいますので注意してください。 

② 常時雇用関係に疑義がある場合は，上記客観的な判断事項に関する資料の提出を求めるこ

とがあり，虚偽の申請と認められる場合は，資格を認定しないことがあるので十分注意して

ください。 

③ 友好・協力関係にある別企業の職員を，混同して記載することなく，あくまで，自社の職

員数のみを記載してください。 

④ 次の有資格区分コード表の該当しない技術職員の氏名は，記入しないでください。 

⑤ 様式第１号［Ｄ］の「２６ 有資格者数」欄に記載した資格数とこの様式に記載する資格

数は同数となるよう，十分注意して記入してください。 

 

◎技術職員区分分類表及び有資格区分コード表 

 

根拠法令 資格コード 資格の区分・名称等 

 

建築士法 

１３７ １級建築士（建築士法による１級建築士の免許を受けている者） 

２３８ 
２級建築士（建築士法による２級建築士の免許を受けている者。１級建築士の免

許を受けている者を除く。） 

０６２ 
建築設備士（建築士法に基づく建築設備資格者を定める告示による建築設備資格

者の登録を受けている者） 

 



 ２６

３０１ 
建築積算資格者（社団法人日本建築積算協会の行う建築積算資格者試験に合格

し，登録を受けている者） 

 

建設業法 １１３ 
一級土木施工管理技士（建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の土木施

工管理とするものに合格した者） 

 

根拠法令 資格コード 資格の区分・名称等 

 

測量法 

１０１ 測量士（測量法による測量士の登録を受けている者） 

２０２ 
測量士補（測量法による測量士補の登録を受けている者。測量士の登録を受けて

いる者を除く。） 

 

計量法 ２２２ 
環境計量士（計量法による計量士（環境計量士（濃度関係）及び環境計量士（騒

音・振動関係）に限る。） 

 

不動産の鑑定評

価に関する法律 

２４１ 
不動産鑑定士（不動産の鑑定評価に関する法律による不動産鑑定士の登録を受け

ている者） 

３４２ 
不動産鑑定士補（不動産の鑑定評価に関する法律による不動産鑑定士補の登録を

受けている者） 

 

土地家屋調

査士法 
２４３ 

土地家屋調査士（土地家屋調査士法による土地家屋調査士の登録を受けている

者） 

 

司法書士法 ２４４ 司法書士（司法書士法による司法書士の登録を受けている者） 

 

技

術

士

法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１６１ 技術士：機械部門 選択科目 ※１ 

１６２  〃 ：機械部門 選択科目 その他 

１６３  〃 ：電気・電子部門 

１６４  〃 ：建設部門 選択科目 土質及び基礎 

１６５  〃 ：建設部門 選択科目 鋼構造及びコンクリート 

１６６  〃 ：建設部門 選択科目 都市及び地方計画 

１６７  〃 ：建設部門 選択科目 河川，砂防及び海岸 

１６８  〃 ：建設部門 選択科目 港湾及び空港 

１６９  〃 ：建設部門 選択科目 電力土木 



 ２７

１７０  〃 ：建設部門 選択科目 道路 

１７１  〃 ：建設部門 選択科目 鉄道 

１７２  〃 ：建設部門 選択科目 トンネル 

１７３  〃 ：建設部門 選択科目 施工計画，施工設備及び積算 

根拠法令 資格コード 資格の区分・名称 

 

 

１７４  〃 ：建設部門 選択科目 建設環境 

１７５  〃 ：農業部門 選択科目 農業土木 

１７６  〃 ：林業部門 選択科目 森林土木 

１７７  〃 ：水産部門 選択科目 水産土木 

１７８  〃 ：情報工学部門 

１７９  〃 ：応用理学部門 選択科目 地質 

１８０  〃 ：応用理学部門 選択科目 その他 

１８１  〃 ：水道部門 選択科目 上水道及び工業用水道 

１８２  〃 ：水道部門 選択科目 下水道 

１８３  〃 ：水道部門 選択科目 水道環境 

１８４  〃 ：その他の部門（総合技術監理部門を除く） 

※２  〃 ：総合技術監理部門 

 

一般社団法

人建設コン

サルタンツ

協会の行う

ＲＣＣＭ資

格試験に合

格し，登録

を受けてい

る者 

７０１ ＲＣＣＭ：河川，砂防及び海岸・海洋 

７０２  〃  ：港湾及び空港 

７０３  〃  ：電力土木 

７０４  〃  ：道路 

７０５  〃  ：鉄道 

７０６  〃  ：造園 

７０７  〃  ：都市計画及び地方計画 

７０８  〃  ：地質 

７０９  〃  ：土質及び基礎 

７１０  〃  ：鋼構造及びコンクリート 

７１１  〃  ：トンネル 



 ２８

７１２  〃  ：施工計画，施工設備及び積算 

７１３  〃  ：建設環境 

７１４  〃  ：上水道及び工業用水道 

 

根拠法令 資格コード 資格の区分・名称 

 

 

７１５  〃  ：下水道 

７１６  〃  ：農業土木 

７１７  〃  ：森林土木 

７１８  〃  ：機械 

７１９  〃  ：電気電子 

７２０  〃  ：水産土木 

７２１  〃  ：廃棄物 

７２２  〃  ：建設情報 

 

公認会計士

法 

２４５ 
公認会計士（公認会計士法による公認会計士の資格を有し，登録を受けている

者） 

３４６ 
会計士補（公認会計士法による会計士補の資格を有する者。公認会計士である者

を除く。） 

 

 

 

根拠法令 資格コード 資格の区分・名称 

 

税理士法 ２４７ 税理士（税理士法による税理士の資格を有し，税理士名簿に登録をしている者） 

 

電気事業法 ２５８ 
第１種電気主任技術者（電気事業法による第１種電気主任技術者免状の交付を受

けている者） 

 

電気通信事

業法 

２２３ 
第１種伝送交換主任技術者（電気通信事業法による第１種伝送交換主任技術者資

格者証の交付を受けている者） 

２２４ 
線路主任技術者（電気通信事業法による線路主任技術者資格者証の交付を受けて

いる者） 



 ２９

 

中小企業指導事

業の実施に関す

る基準を定める

省令 

２４８ 

中小企業診断士（中小企業診断士として登録を受けている者） 

 

２５１ 
地質調査技士（社団法人全国地質調査業協会連合会の行う地質調査技士資格検定

試験に合格し，登録を受けている者） 

３０２ 
土地区画整理士（国土交通大臣の行う土地区画整理士技術検定に合格し，登録を

受けている者） 

 

 ００１ 建設コンサルタント業務実務経験者 ※３ 

 ００２ 用地調査等業務実務経験者     ※４ 

 ００３ 公共用地取得実務経験者      ※５ 

 

 ※１ 技術者の資格コード「１６１」に該当する「機械部門」の「選択科目」は，平成１５年以前に取得

した場合は「液体機械」，「建設，鉱山及び運搬機械」又は「機械設備」とし，平成１６年以降に取

得した場合には「機械設計」，「流体工学」又は「交通・物流機械及び建設機械」とする。 

※２ 総合技術監理部門については，該当する選択科目によって１６１～１８３の資格コードを適用する。

一人の技術者が，同じ資格コードの技術士の資格を有している場合には，同じコードを重複して２つ

記入する。 

※３ ① 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（旧大学令による大学を含む。）又は高等

専門学校（旧専門学校令による専門学校を含む。）の土木工学又は同等の工学に関する科目（橋

梁工学，土質工学，河川工学，海岸工学，構造力学，材料工学，水理学，道路・鉄道工学，コン

クリート工学，都市計画及び地方計画，その他農業土木，森林土木に関する学科を含む。以下同

じ。）を習得し，建設コンサルタント業務（建設事業の計画・調査・立案・助言及び建設工事の

設計・管理業務に従事又はこれを監理することをいう。以下同じ。）に２０年以上の実務経験

を有する者 

    ② 学校教育法による高等学校の土木工学又は同等の工学に関する科目を習得し建設コンサルタン

ト等業務に２２年以上の実務経験を有する者 

     その他の者にあっては，建設コンサルタント等業務に２５年以上の実務経験を有する者 

※４ ① 補償コンサルタント登録規程第２条に規定する登録部門（土地調査，土地評価，物件，機械

工作物，営業補償，特殊補償，事業損失，補償関連）のいずれかに係る補償業務に関し７年以上の

実務経験を有する者 

    ② 補償業務全般に関する指導監督的実務の経験３年以上を含む２０年以上の実務経験を有する者 

    ③ 社団法人日本補償コンサルタント協会が付与する補償業務管理士の資格を有する者で財団法人

公共用地補償機構の行う｢補償コンサルタント業補償業務管理者認定研修｣を修了した者 



 ３０

※５ 国，地方公共団体等にあって，公共用地の取得等に関する実務経験を１０年以上有する者 

 

９ 希望業務実績調書〔様式第１０号〕 

⑴ 希望業務実績調書は，希望業務内容（測量，建築関係建設コンサルタント，地質調査，補償関

係コンサルタント，土木関係建設コンサルタント，その他）の各別に作成してください。 

⑵ 希望業務実績調書（様式第１０号）については，広島県に提出した希望業務実績調書をこの様式に代える

ことができます。 

⑶ 「直前１年間の主な契約」について，契約金額が高額である順に１０件まで記入してください。 

 ⑷ 「直前１年間の主な契約」とは，直前の営業年度内において契約されたものをいいます。（契約  

  期間が次の営業年度に及ぶものを含む。） 

 ⑸ 下請については，「注文者」の欄には元請業者名を記入し，「件名」の欄については，下請件名  

を記入してください。 

 ⑹ 「測量等対象の規模等」の欄には，例えば測量の面積・精度等，設計の階数・構造・延べ面積  

等を記入してください。 

 ⑺ 「委託契約金額（千円）」欄については，消費税及び地方消費税込みの金額を記入してください。 

 （千円未満は切り捨て） 

 ⑻ 「※」印の欄には何も記入しないでください。 

 

 

 



 ３１

 

第５ 記載事項の変更 

  １ 申請書を提出した後に，会社情報等に変更があった場合は，必ず速やかに変更届を提出してくださ

い。変更届を提出しない場合は，指名除外の対象となることもあります。変更届の様式は町ホームペ

ージからダウンロードしてください。 

２ 申請書を提出した後に，営業の全部又は一部（申請した業務に係る場合のみ）を廃業した場合若し

くは登録に必要な許認可・資格等がなくなった場合には，資格の取下げ申請をしてください。 

 

 


